
通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数 58日
口座振替
申込期限

平成31年2月26日
（※）

平成31年8月14日 平成31年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

○口座振替による納付
納付窓口に行かなくても、納付が
可能です。
（詳しくは、裏表紙を参照ください。）

○電子申請による申告・電子納付
２４時間どこでも申告・納付が可能
です。
（詳しくは、P.3を参照ください。）
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今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

特別加入者の給付基礎日額の変更を希望する場合は、
・3月2日から3月31日までに「給付基礎日額変更申請書」による変
更申請が必要です。
・年度更新期間中においては「保険料・一般拠出金申告書内訳」又は
「給付基礎日額変更申請書」により、当年度の給付基礎日額の変更
が可能です（災害発生前の変更申請が前提となります）。

＜便利な申告・納付方法のご案内＞ 

申告・納付は6月3日（月）から7月10日（水）までに
※申告・納付期日最終日である７月１０日（水）は、金融機関窓口・労働局・労働基準監督署において大変混雑する
　ことが予想されますので、お早めに申告･納付ください。

提出は金融機関・郵便局又は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署へ

5 月 中 の 受 付 は で き ま せ ん。!

○労災保険における特別加入者について
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①

③

法人番号の記入について

電子申請による申告書の提出、電子納付による保険料・一般拠出金の納付方法

P.21

P.14
P.12
P.10

⑨

⑥
⑦

P.23
P.22

⑩

P.26
⑫

P.28
⑬

P.30
⑯

P.  7
P.  8

P.16

P.  6
P.  5

⑤
④

P.35
⑰

⑲

⑧

P.37
P.36

P.40
e-Gov からの電子申請の方法⑳
報奨金（電子化分）のお知らせ（平成31年度）

P.42もう一度点検してみてください

追徴金（納付すべき労働保険料・一般拠出金の10％）を課すことがあります。

P.32
P.34

⑮
⑭

労災保険率適用事業細目表

有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域一覧表
事業の種類･労務費率･保険料率一覧表

（建設事業）

労働保険料等算定基礎賃金等の報告の記入要領及び記入例

② 申告書作成までの流れ

⑱
一括有期事業の事務手続き簡素化のお知らせ

⑪ 口座振替を利用している場合について

保険料・一般拠出金申告書内訳の記入要領及び記入例

◎年度更新申告書及び同封した書類に記載しております「平成31年度」は
2019年4月1日から2020年3月31日までの期間です。また、「平成
32年」は2020年のことを示します。

保険料の徴収等に関する法律
労働保険の保険料の徴収等に関する法律

険については、被保険者）に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごと
に定められた保険料率を乗じて算定します。
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3

電子申請による申告書の提出、電子納付による保険料・一般拠出金の納付方法

電子申請と電子納付により、自宅やオフィスから、いつでも提出と納付が可能になります。

① マイナンバーカード（取得は無料）とカードリーダーを入手します。
　 （または認証局から電子証明書を入手します。）
② e-Gov（電子政府）ホームページにアクセスし、パソコンが電子申請（e-Gov（電子政府）の
　電子申請システム）に対応できるか確認します。

詳しくは、

より、「事前準備ガイドBOOK」をご確認ください。

まずは、利用前の準備を行います。

労働保険関係手続の電子申請について 検索

③ e-Gov（電子政府）ホームページで申請したい様式を検索し、
　 画面上で申告書を作成します。
④ そのままe-Gov（電子政府）ホームページから電子申請します。
⑤ 事業主控についても、e-Gov（電子政府）ホームページから取得できます。

詳しくは、申告書の書き方の37ページに記載の、

「労働保険料（年度更新申告）マニュアル」（3ページ～）をご確認ください。

準備が完了したら、電子申請による申告書の提出を行います。

詳しくは、申告書の書き方の37ページに記載の、

「労働保険料（年度更新申告）マニュアル」（72ページ～）をご確認ください。

⑥ e-Gov（電子政府）ホームページから、電子納付に必要な情報（＊）を確認します。
　 （＊）電子納付には、「納付番号」、「確認番号」、「収納機関番号」が必要になります。
⑦ e-Gov（電子政府）ホームページ上でご利用になる金融機関を検索し、
　 移動した画面の金融機関のインターネットバンキングにおいて電子納付します。

電子申請が完了後、引き続き、電子納付による保険料等の納付が行えます。

●労働保険料の納期（平成３1年度）
納期

電子納付の
納期限 ７月10日 11月14日 2月14日

全期・第１期 第２期 第３期
第１期については、電子申請した場合のみ電子納付
ができます。
第２期、第３期については、送付される納付書に記載
の電子納付に必要な情報により電子納付できます。

★

★

1

※電子申請した場合は、電子納付による納付だけではなく、申告書の領収済通知書（納付書）による納付も可
能です。その場合は、日本銀行の歳入代理店へ領収済通知書（納付書）のみご持参ください。

※口座振替を利用している場合は、電子納付及び領収済通知書（納付書）による納付を行わないでください。
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　年度更新申告書に「アクセスコード」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に印字
されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式をダウン
ロードした後に労働保険番号と「アクセスコード」を入力することにより、お手元の年度更新申
告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むことができ、前
年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
　詳しくは「電子政府の総合窓口（e-Gov）」（https://www.e-gov.go.jp/）や、P.37～39に
電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
　なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」
（電話番号０５０－３７８６－２２２５（０５０ビジネスダイヤル）、受付時間：9時から19時まで（土
日・祝祭日は17時まで））へお問い合わせください。

[電子申請に関すること]
Q１. 電子申請で手続きをしましたが、入力誤り（入力もれ）がありました。どうすればよいで

すか。
　A. 入力誤り等があった場合には、修正した内容での再度の手続きは不要ですので、ま

ずは、管轄の労働局に連絡してください。（特に、年度更新申告書において、一般拠
出金額欄の入力もれが多くみられますので、入力する際にはご注意ください。）

Q２.電子申請をした場合には、保険料の納付は、必ず電子納付で行う必要がありますか。
　A. 電子申請の場合でも、納付方法は任意ですので保険料の納付は、従来どおり、納付

書で行うことができます。

Q３. e-Govの一括申請により、電子申請を行いましたが、問題なく受付されたのでしょうか。
　A. 申請先の労働局において、申告書の記載内容を確認し、申請内容に不備等がなけれ

ば、電子公文書（申請書控）を返信します。
　　なお、一括申請において、労働保険番号の記入誤り、概算保険料額、一般拠出金額

の入力もれなどが多くみられますので、申請する際には、入力内容を確認の上、申請
してください。
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３ ０ ３ １

電子申請のための「アクセスコード」について
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2 申告書作成までの流れ

保険料・一般拠出金申告書内訳の記入
（P.12～13参照）

Ｓｔｅｐ ❶

　委託事業場から提出された労働保険料等算定基礎賃金等の報告（一括有期事業の場
合は、一括有期事業報告書及び一括有期事業総括表）に基づき、事業場ごとに賃金総
額や第１種特別加入者の給付基礎日額等の必要事項を記入します。
　その後、事業場ごとの労働保険料・一般拠出金、及び労働保険料総額・一般拠出金
総額を計算し、申告書内訳を完成させます。

申告書の記入
（P.14～15参照）

Ｓｔｅｐ ❷

　保険料・一般拠出金申告書内訳（一括有期事業の場合は、一括有期事業報告書及び一括
有期事業総括表）で計算した、確定保険料・一般拠出金・概算保険料の金額を該当欄に転記し
ます。
　その後、確定保険料額と申告済概算保険料額との過不足を計算して、申告書を完成させます。

（１）　□枠内に記入する数字は、黒ボールペンを使って、申告書右上部の標準字体にな
らって丁寧に記入してください。また、ボールペンのかすれや枠からのはみ出しが
ないように注意してください。

　　　 なお、領収済通知書（納付書）に記入する内訳・納付額の金額の訂正はできません。
書き損じたときは、同一都道府県の新しい領収済通知書を使用してください。

　　（労働局・労働基準監督署に用意してあります。）

（２）　申告書の数字を機械印字する場合も同様に標準字体に近似した字体を使用してく
ださい。なお、数字が小さいと誤読の原因になりますので注意してください。

（３）　領収済通知書（納付書）の□枠には金額の頭に「　」記号を記入してください。
（４）　申告書及び領収済通知書（納付書）にあらかじめ印字してある数字（保険料率

等）、文字は一切訂正しないでください。

「一括有期事業報告書・総括表」は、今回お送りした封筒に同封しているほか、厚生労
働省ホームページに掲載しています。（下記ＵＲＬ若しくは「労働保険関係各種様式」
で検索してください。）
＜ＵＲＬ＞https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
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＜立木の伐採の事業＞
②　一括有期事業報告書（立木の伐採の事業）

（1）申告書等の提出
　＜提出するもの＞
　①　保険料・一般拠出金申告書内訳
　②　申告書の１枚目〔提出用〕

※申告書の２枚目〔事業主控〕と３枚目を切り離して提出してください。また、申告書の２枚目
〔事業主控〕は大切に保管してください。

※申告書の２枚目〔事業主控〕に受付印が必要な場合は、申告書の１枚目〔提出用〕と一緒に労働
局又は労働基準監督署へご提出ください。

※申告書の提出と同時に、労働保険料・一般拠出金を金融機関に納付する場合は、申告書と領収済
通知書（納付書）を切り離さずに金融機関へご提出ください。

・一括有期事業の申告を行う場合は、以下の添付書類もご提出ください。
　　＜建設の事業＞　　　　　　　　　　　　
　　②　一括有期事業報告書（建設の事業）
　　③　一括有期事業総括表（建設の事業）

　＜提出方法＞

（2）保険料・一般拠出金の納付
　領収済通知書（納付書）を申告書から切り離さずに、金融機関へご提出いただき、
併せて保険料・一般拠出金を納付してください。
　労働局や労働基準監督署へ申告書のみを提出した場合は、領収済通知書（納付書）
を金融機関にご提出いただき、併せて保険料・一般拠出金を納付してください。
　なお、口座振替による納付（裏表紙を参照ください。）、電子納付（P.3を参照
ください。）も可能です。

申告書の提出、保険料・一般拠出金の納付の方法

来庁による提出

所掌１

○（※） ×

×

× ×

×

×

○ ○

○

○
○

○
○

○

○（※）
申告書

※　口座振替をご利用の場合及び納付金額がない場合は、金融機関へのご提出はできません。

添付書類 申告書 添付書類
所掌3

　申告書〔提出用〕（及び添付資料）を下
記の提出先の機関へご持参ください。

郵送による提出

＜提出先の機関＞（申告書と添付書類は、それぞれ別の機関に提出することも可能です。）

●労働保険料の納期限 （平成31年度）

金融機関
管轄の労働局

管轄の労働基準監督署

　申告書〔提出用〕（及び添付資料）を管轄
の労働局（所在地は送付した封筒の表面に
記載）あてに郵送してください。
　申告書〔事業主控〕に受付印が必要な場合
は、申告書〔事業主控〕と返信用封筒（切手
貼付）を必ず同封してください。

社会保険・労働保険徴収事務センター
（年金事務所内）

口座振替納付日 9月6日 11月14日 2月14日

7月10日 11月14日 2月14日

全期（第1期） 第2期 第3期
口座振替を利用し
ない場合の納期限

☆申告・納付期日最終日である7月10日は、
労働局・監督署・金融機関窓口において大
変混雑することが予想されます。

☆第2期・第3期の納付書は各納付期限の概
ね10 日前に送付致します。

☆納付を怠った場合、延滞金が徴収されます
（年率8.9%。但し、初めの2ヶ月間は、延
滞金軽減法の適用年率で計算されます。）。

電子申請による提出
　e－Gov（電子政府）ホームページから申告書の入
力・送信を行ってください。（P.3を参照ください。）
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＜立木の伐採の事業＞
②　一括有期事業報告書（立木の伐採の事業）
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を金融機関にご提出いただき、併せて保険料・一般拠出金を納付してください。
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貼付）を必ず同封してください。
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ない場合の納期限

☆申告・納付期日最終日である7月10日は、
労働局・監督署・金融機関窓口において大
変混雑することが予想されます。

☆第2期・第3期の納付書は各納付期限の概
ね10 日前に送付致します。

☆納付を怠った場合、延滞金が徴収されます
（年率8.9%。但し、初めの2ヶ月間は、延
滞金軽減法の適用年率で計算されます。）。
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であって

　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の
皆様にご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（ア
スベストの製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康
被害者（労災補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。
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　事業主と同居の親族は、原則としては対象者と
はなりません。ただし、同居の親族であっても、常時
同居の親族以外の労働者を使用する事業におい
て、一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次
の条件を満たすものについては、一般に私生活面
での相互協力関係とは別に独立して労働関係が
成立していると見て、対象者となります。具体的な
判断については、以下の要件を満たしているか否
かとなります。

　日々雇用される者又は30日以内の期間を定め
て雇用される者のうち、日雇労働で生計を立てて
いる者は日雇労働被保険者となります（臨時・内
職的な場合は該当しません）。

※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。なお、64歳以上の高
　年齢労働者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免除されます。

9

「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額等
の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。

　雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、
派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
②31日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。

8

5

ご不明な点
は
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職的な場合は該当しません）。

※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となりました。なお、64歳以上の高
　年齢労働者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免除されます。

9
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雇用保険料免除高
年齢労働者
　平成30年4月1日
現在において満64
歳以上の者
→昭和29年4月1日
以前に生まれた
者

6

10 11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その合計（ⓑ欄、ⓓ欄及び
ⓕ欄にはⓐ欄、ⓒ欄及びⓔ欄の1,000円未満の端数を切り捨てた額をそれぞれ記入し、
ⓑ＋ⓗ欄には、ⓑ欄の額に⑫のⓗ欄の額を加えた額を記入し、ⓖ欄には、ⓓ欄からⓕ欄
の額を差し引いた額を記入してください。）をそれぞれの欄に記入してください。
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…⑦の（－）と同額を記入して下さい。
ただし、平成19年3月31日以前に成立
した一括有期事業があれば、その額
は除きます。

（注）雇用保険率については、同封の下敷をご
覧ください。

　特別加入者の人数が多く、この欄に記入し
きれない場合は、別紙に記入してください。

　特別加入者にかかる加入申請、脱退、変更
が生じた場合には、その都度管轄の監督署
への各種届け出が必要です。

…⑭の額に1,000分の0.02を乗じて得た額を記入して下さい。（1円未
満の端数がある場合には、切り捨ててください。）。

7
　上段には、⑦の（－）欄の額に⑧欄の料率を乗じて得た額（1円未満
の端数があるときは、この端数を切り捨てた額）を記入します。中段に
は、⑦の（特）欄の額に⑧欄の料率を乗じて得た額（1円未満の端数が
あるときは、この端数を切り捨てた額）を記入します。下段には、（－）欄と
（特）欄の合計額を記入します。労災保険率メリット制適用事業につい
ても、同様の計算方法により記入してください。

一般

7

39,309

406,638 21,609177,669

30.7.2 個別より移行
による月割計算

30.9.28 委託解除移行による(21.1.01.304210)
月割計算　30.10.10 減額訂正報告済

（20.01.212511）
30.10.10増額訂正済

31.2.1 新規委託

　この申告書内訳は、委託事業場に振り出された枝番号順に
記入してください。
　労災保険率のメリット制の適用を受ける事業については、別
葉に記入し、上部余白に（メリット適用分）と記入して区分します。
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31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

6 12

3 1 3 1

3 1

3 0

2,335,201

348,211

912,284 348,211 1,260,495 3,354 1,263,849

912,282

912,282

912,282

912,282

（イ）、（チ）及び（ル）…保険料の延納の申請をする場合には、この
申告書の⑭（イ）欄の概算保険料額を３で除した額を（イ）、（チ）
及び（ル）に記入してください。ただし、除した額に１円又は２円
の余りが生じた場合は、その余りを加えた額を（イ）に記入して
ください。

この申告書の⑩欄の（ヘ）の額から㉒欄の（ホ）の額を差引いた
額を記入してください。なお、一般拠出金は延納できません。

納付書の金額は、㉒の（ニ）、（ヘ）、（ト）の額を転記してください。

この申告書の⑩（イ）確定保険料と⑱申告済概算保険料の額を比較
します。⑩（イ）＜⑱のときはその差引額を（イ）充当額または（ロ）還付
額に記入します。
⑩（イ）＞⑱のときは、その差引額を（ハ）不足額に記入します。

ヘ

記入例１　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

延納の申請をする場合は「3」、延納の申請をしない場
合は「1」と記入してください。

電子申請を行う場合のアクセスコードです。 P.4 の「電子申請
のための「アクセスコード」について」をご覧ください。

「法人番号」欄が空欄の場合は労働保険事務組合の
「法人番号」を記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※労災保険のメリット制が適用となる委託事業場について

個別に作成する申告書の場合、当該委託事業場の法
人番号を記入してください。

⑰…

㉛…

8

7

てください。（記入例 2 の①及び③）

（記入例 1）

（記入例 3）

（記入例 2 の

この欄に

①及び③）

14 15

管轄の

管轄の

管轄の
管轄の
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3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

6 12

3 1 3 1

3 1

3 0

2,335,201

348,211

912,284 348,211 1,260,495 3,354 1,263,849

912,282

912,282

912,282

912,282

（イ）、（チ）及び（ル）…保険料の延納の申請をする場合には、この
申告書の⑭（イ）欄の概算保険料額を３で除した額を（イ）、（チ）
及び（ル）に記入してください。ただし、除した額に１円又は２円
の余りが生じた場合は、その余りを加えた額を（イ）に記入して
ください。

この申告書の⑩欄の（ヘ）の額から㉒欄の（ホ）の額を差引いた
額を記入してください。なお、一般拠出金は延納できません。

納付書の金額は、㉒の（ニ）、（ヘ）、（ト）の額を転記してください。

この申告書の⑩（イ）確定保険料と⑱申告済概算保険料の額を比較
します。⑩（イ）＜⑱のときはその差引額を（イ）充当額または（ロ）還付
額に記入します。
⑩（イ）＞⑱のときは、その差引額を（ハ）不足額に記入します。

ヘ

記入例１　確定保険料額が申告済概算保険料額を上回る場合（不足額が出る場合）

延納の申請をする場合は「3」、延納の申請をしない場
合は「1」と記入してください。

電子申請を行う場合のアクセスコードです。 P.4 の「電子申請
のための「アクセスコード」について」をご覧ください。

「法人番号」欄が空欄の場合は労働保険事務組合の
「法人番号」を記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※労災保険のメリット制が適用となる委託事業場について

個別に作成する申告書の場合、当該委託事業場の法
人番号を記入してください。

⑰…

㉛…

8

7

てください。（記入例 2 の①及び③）

（記入例 1）

（記入例 3）

（記入例 2 の

この欄に

①及び③）

14 15

管轄の

管轄の

管轄の
管轄の



16

　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。

充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例２①へ
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２②へ
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例２③へ

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については、
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。
　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに一般拠出金分を納付する
必要があります。

　②　「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要です）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してください。
⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。
⑷　第１期から第３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険
料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
　　なお、還付の請求手続については、P.20の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは

30

30

30

30

30
30

１　「法人番号欄」（㉛欄）が空欄の場合、国税庁から通知された１３桁の法人番号を
記入してください（商業登記法に基づく「会社法人等番号（１２桁）」を記入しない
ようご注意ください。）。
　　法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、
各法人に指定された法人番号を記入してください。

２　労働保険事務組合が労働保険番号の基幹番号単位で申告書を作成する場合は、法
人番号欄に労働保険事務組合の法人番号を記入してください（法人番号が指定され
ていない労働保険事務組合については、空欄としてください。）。

　　ただし、労災保険のメリット制が適用となる委託事業場において個別に作成する
申告書には、委託事業場に指定された法人番号を記入してください。なお、委託事
業場が法人でない場合は、法人番号欄の１３桁全てに「０」を記入してください（個
人番号の記入はしないでください。）。
　　また、前年度までに法人番号をご登録いただいている場合は送付した年度更新申
告書に印字されてありますが、訂正する場合は表紙の訂正方法のとおり、訂正して
ください。

法人番号の記入について9

31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

3,354 3,354

9416113

4,281,443

91

〔計算方法〕 
　⑭（イ）2,736,848÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

第１期分㉒（イ）912,284円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）912,282円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）912,282円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり

301930010

1,598,031

912,284

912,282

912,282

912,284

685,747 226,535

912,282

10

労働保険料のみ充当した場合の例①

17

4,281,443 2,683,412 1,598,031

㉒（イ）
912,284円

㉒（チ）
912,282円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
912,284円

㉒（リ）
685,747円

＋ ㉒（ヘ）
3,354円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,354円

第2期納付額
㉒（ヌ）
226,535円

充当意思「1」を記入
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　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。

充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例２①へ
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２②へ
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例２③へ

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については、
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。
　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに一般拠出金分を納付する
必要があります。

　②　「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月10日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要です）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してください。
⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。

⑷　第１期から第３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険
料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

　　なお、還付の請求手続については、P.20の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは

30

30

30

30

30
30

１　「法人番号欄」（㉛欄）が空欄の場合、国税庁から通知された１３桁の法人番号を
記入してください（商業登記法に基づく「会社法人等番号（１２桁）」を記入しない
ようご注意ください。）。

　　法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、
各法人に指定された法人番号を記入してください。

２　労働保険事務組合が労働保険番号の基幹番号単位で申告書を作成する場合は、法
人番号欄に労働保険事務組合の法人番号を記入してください（法人番号が指定され
ていない労働保険事務組合については、空欄としてください。）。

　　ただし、労災保険のメリット制が適用となる委託事業場において個別に作成する
申告書には、委託事業場に指定された法人番号を記入してください。なお、委託事
業場が法人でない場合は、法人番号欄の１３桁全てに「０」を記入してください（個
人番号の記入はしないでください。）。

　　また、前年度までに法人番号をご登録いただいている場合は送付した年度更新申
告書に印字されてありますが、訂正する場合は表紙の訂正方法のとおり、訂正して
ください。

法人番号の記入について9

31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

3,354 3,354

9416113

4,281,443

91

〔計算方法〕 
　⑭（イ）2,736,848÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

第１期分㉒（イ）912,284円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）912,282円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）912,282円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり

301930010

1,598,031

912,284

912,282

912,282

912,284

685,747 226,535

912,282

10

労働保険料のみ充当した場合の例①

17

4,281,443 2,683,412 1,598,031

㉒（イ）
912,284円

㉒（チ）
912,282円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
912,284円

㉒（リ）
685,747円

＋ ㉒（ヘ）
3,354円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,354円

第2期納付額
㉒（ヌ）
226,535円

充当意思「1」を記入



31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

10

94161133 01930010

4,281,443

91

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

一般拠出金のみ充当した場合の例②

4,281,443 2,683,412 3,354

㉒（イ）
912,284円

㉒（チ）
912,282円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
912,284円
第2期納付額
㉒（ヌ）
912,282円

充当意思「2」を記入

1,594,677

ロ

還付額

〔計算方法〕 
　⑭（イ）2,736,848÷3＝

第１期分㉒（イ）912,284円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）912,282円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）912,282円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

別紙のとおり

3,354

3,354912,284 912,284 912,284

912,282

912,282

912,282

912,282

18



31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

充当意思「3」を記入

㉒（イ）
912,284円

㉒（チ）
912,282円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
912,284円

㉒（リ）
682,393円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

第2期納付額
㉒（ヌ）
229,889円

4,281,443

94161133 01930010 91

申
告
書
を

別紙のとおり

〔計算方法〕 
　⑭（イ）2,736,848÷3＝

第１期分㉒（イ）912,284円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）912,282円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）912,282円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

4,281,443 2,683,412 1,598,031

1,598,031

3.354912,284 912,284

912,282 682,393

912,282 912,282

229,889

19



31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

記入例3　充当後還付額が出る場合

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

6,229,118

6,229,118 2,740,202

805,504

ロ

還付額

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

94161133 01930010 91

2,683,412

別紙のとおり

3,354

2,740,202

2,736,848 2,736,848

20



31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）

記入例3　充当後還付額が出る場合

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

6,229,118

6,229,118 2,740,202

805,504

ロ

還付額

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

94161133 01930010 91

2,683,412

別紙のとおり

3,354

2,740,202

2,736,848 2,736,848

20

2,736,848

労働保険事務組合○○ 商店街復興組合

労働保険事務組合○○ 商店街復興組合
組合長　○○○○

ロウドウホケンクミアイ○○ ショウテンガイフッコウクミアイ

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部には振込が出
来ない場合があり
ます。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例2②、3のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料・一般拠出金還付
請求書」を提出してください。

3 0 1 9 3 0 0 1 0

3,354

10

31 6 12

31
31

厚生労働省HP（「労働保険各種関係様式」で検索してください。）からダウンロードできます。（事業主控が必要な場合は
コピーをご用意ください。）

・

・

21



○○組合

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

※口座振替を利用している事務組合の申告書について
　口座振替を利用している事務組合への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局、労働基
　準監督署又は社会保険・労働保険徴収事務センターに持参するか郵送してください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。

[ 口座振替に関するQA ]
　Q .　現在、口座振替を利用していますが、口座振替の申込み手続きは毎年必要でしょうか。
　A .　すでに口座振替を利用していれば、毎年申込み手続きは必要ありません。口座振替日に引
　　　き落としが行われるよう、年度更新手続期間内に申告書のご提出を頂きますようよろしく
　　　お願いします。

 

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●● 31

口座振替を申込みいただいておりますので、
この申告書は金融機関で受付できません。
７月10日までに管轄労働局等に提出下さい。
全期・第１期口座振替日は、９月６日です。

※７月10日、９月６日が土・日・祝日の場合
には、翌営業日となります。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊
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口座振替を利用している場合について

3

　建設の事業では、労働保険料の申告・納付のほか、「一括有期事業総括表・一括有期事業報告
書（建設の事業）」が必要です。立木伐採等の林業では、「一括有期事業報告書（立木の伐採の事
業）」が必要です。

※平成27年3月31日以前に開始された工事については、1億9千万円未満（消費税額を含む）

30年4月1日
30年度

31年3月31日 31年６月1日 31年７月10日

30

30 31

　建設の事業については、一つの工事に係る請負金額が1億8千万円未満（消費税額を除く
（※））、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合一括して申告（徴収法第7条）することになっ
ていますが、一括できる工事は事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はこ
れと隣接する都道府県労働局の管轄区域で行う工事です。（P.34参照）
　なお、「機械装置の組立て又は据付けの事業」は、全国で行う工事が一括扱いできます。
　立木の伐採の事業については、素材の生産量が1,000立方メートル未満でかつ概算保
険料額が160万円未満の事業については、一括扱いができます。

　1工事の請負金額が1億8千万円未満（消費税額を除く（※））、かつ概算保険料額が160
万円未満の工事。
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23

　一括有期事業総括表及び一括有期事業報告書は各労働基準監督署で入手できるほか、厚
生労働省ホームページ（URLは以下のとおり）からダウンロードできます。
　また、厚生労働省ホームページには申告書の計算を行う際の参考となるよう、「年度更新
申告書計算支援ツール（建設事業用）」を用意しています。是非ご利用ください。
（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
　＜URL＞https:// www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/youshiki.html）
　電子申請を行う場合は、上記ツールもしくは紙で一括有期事業総括表・一括有期事業報
告書を作成し、PDFにして、添付してください。
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　なお、「機械装置の組立て又は据付けの事業」は、全国で行う工事が一括扱いできます。
　立木の伐採の事業については、素材の生産量が1,000立方メートル未満でかつ概算保
険料額が160万円未満の事業については、一括扱いができます。

　1工事の請負金額が1億8千万円未満（消費税額を除く（※））、かつ概算保険料額が160
万円未満の工事。

12

23

　一括有期事業総括表及び一括有期事業報告書は各労働基準監督署で入手できるほか、厚
生労働省ホームページ（URLは以下のとおり）からダウンロードできます。
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※請負金額に係る消費税額の取扱いについては、P.26を参照してください。
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基準となる
労災保険率（事業の種類ごとに定められた労災保険率）

定労災保険率（メリット料率）」

④一括有期事業の特別加入者の労災保険率について
　建設事業に係る中小事業主等特別加入者に適用する労災保険率については、特別加入の前
提となる一括有期事業の保険関係について登録されている主たる事業の種類による保険料率
としてください。　
　主たる事業の種類に変更がある場合は、「名称・所在地等変更届」（様式第２号）により
変更の届出をしてください。

（現場以外での業務に従事する者を含む。）

有期事業の
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13
１　平成30年度中に終了した一括有期対象事業（元請分）をもれなく記入し、P.32 ～ 33の「労災保
険率適用事業細目表」を参考に、「事業の種類」ごとに別葉としてください。
２　「事業の種類」を分けるにあたっては、「労災保険率適用事業細目表」（P.32 ～ 33）を参考にし
てください。
３　右記の記入例（P.27）にならって、「一括有期事業総括表」の「事業開始時期」欄に記載された
期間ごとに分けて記入し、それぞれの合計額（記入例では「小計」）も記入してください。その際、「平
成27年３月31日以前のもの」については、「平成25年９月30日以前のもの」と「平成25年10月１日
以降平成27年３月31日以前のもの」の期間に分けて記入してください。
４　「㋺請負代金に加算する額」欄には、工事用の資材などを支給され、または機械器具等を貸与さ
れた場合には、支給された物の価額相当額または機械器具等の損料相当額を計上してください。
５　「㋩請負代金から控除する額」欄には、請負代金の額に告示された控除対象工事用物（業種番号
36の機械装置のみ認められています。P.24を参照してください。）の価格が含まれている場合、控
除対象工事用物の価額相当額を計上してください。
６　賃金で算定する工事は、右記の記入例（P.27）にならって、「㋑請負代金の額」欄、「㋥請負金額」
欄には該当する請負金額を、「③賃金総額」欄には該当する賃金総額をかっこ書きで記入してくだ
さい。
７　請負金額は、平成27年４月１日以降に開始された工事については消費税を除いた額を、平成27
年３月31日以前に開始された工事については消費税を含めた額を記入してください。
８　労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成25年10月１日から平成
27年３月31日までに開始した工事については、消費税率等に係る暫定措置が適用されます。
　　そのため、一括有期事業報告書（建設の事業）の作成にあたり、上記３の「平成25年10月１日
以降平成27年３月31日以前のもの」の期間の「㋥請負金額」欄の「計（小計）」については、右記
の記入例（P.27）にならって２段に分割し、上段については消費税相当額を含めた請負金額を、
下段については上段の額に108分の105を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときはこ
れを切り捨てた額。）を記入してください。

【事業の開始時期ごとの消費税額の取扱いについて】
　事業の開始時期により、取扱いが以下のように異なりますのでご注意ください。

〇　計算方法の例
①事業の期間：平成25年９月１日～平成30年４月30日、請負金額8,610,000円（うち消費税額410,000円）、事業の種類が38の
場合
　8,610,000円（消費税込み）　×　22％（労務費率）　＝　1,894,200円（賃金総額）
②事業の期間：平成26年12月１日～平成30年５月29日、請負金額5,400,000円（うち消費税額400,000円）、事業の種類が38の
場合
　5,400,000円（消費税込み）　×　105 ／ 108　＝　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）
　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）　×　22％（労務費率）　＝　1,155,000円（賃金総額）
③事業の期間：平成30年４月10日～平成31年3月15日、請負金額23,760,000円（うち消費税額1,760,000円）、事業の種類が38
の場合
　22,000,000円（消費税抜き）　×　23％（労務費率）　＝　5,060,000円（賃金総額）

事業の開始時期

①工事開始日が平成25年９月30日以前のもの 消費税を含む 適用されない

適用されない

適用される
（請負金額に108分の105を乗じる）消費税を含む

消費税を除く

②工事開始日が平成25年10月１日～
　　　　　　　平成27年3月31日までのもの

③工事開始日が平成27年４月１日以降のもの

請負金額 消費税率等に係る暫定措置
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5,780,000

8,862,200
8,829,200

（720,000）

（720,000）

22

22

22

23

計

賃金で算定

8,610,000

5,400,000 5,400,000

5,400,000

5,250,000

（6,000,000） （6,000,000）

（6,000,000）

（6,000,000）

36,010,000

35,860,000

（6,000,000）

22,000,000 22,000,000

22,000,000

13,860,000

36,010,000

25 9 1

30 4 30

26 12 1

30 5 29

30 4 1

30 5 31

30 4 10

31 3 15

〇〇市
〇－〇－〇

〇〇市
〇－〇〇－〇〇

××市
××－××－×

△△市
△△－△－△

（小計）

（小計）

（小計）

〇〇邸内装工事

××邸内装工事

△△邸内装工事　他10件

38 既設建築物設備工事業

（平成25年９月30日以前
　工事開始分）

（平成27年3月31日以前
　工事開始分）

（平成25年10月1日
　～平成27年３月31日工事開始分）

2 2
１ ０ １ 6 0 0 1 0 1 0 0 1x x

賃金で算定

30

平成25年10月1日～平成27年3月31日工事開始分の請負金額の小計欄
については、上段は消費税額を含めた請負金額、下段は上段の額に
108分の105を乗じて得た額を記入してください。

27

開始時期が平成27年3月31日以前の工事の
算入漏れ、区分誤りに注意してください。開
始時の年度により保険料率が異なります。

平成27年4月1日以降に開始した工事に
ついては、請負金額から消費税額を除
いた額を記入します。

平成25年10月1日～平成27年3月31日工事開始分の賃金総
額の小計欄については、上段は個々の賃金総額の合計
額、下段は「㋥請負金額」の小計欄の下段の額（暫定措置
適用後の額）に労務費率を乗じて得た額を記入してくだ
さい。賃金で算定した工事を含む場合、上段は賃金で算定した

合計（小計）額をカッコ書きで、下段は請負金額による賃
金総額の合計（小計）額、その下の欄外に上段と下段の
合計（小計）額を記入してください。

賃金で算定した工事を含んでいる場合は、このようにカッコを
しておいてください。

平成25年9月30日以前工事開始分の小計の額と平成25年10月1日～平
成27年3月31日工事開始分の小計の欄の下段の額の合算額を記入し
てください。

請負金額500万円未満の工事
は取りまとめて記入できます。

500万円未満の工事。



27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

19,845

12,650

257,985

120,175
3,049

5,780

45,735

69,360

493,25541,324

82641,324

31

55,000,000
13,860,000

（6,000,000）
22,000,000　

ＸＸ１０１９１２３４５００１

94,500,000

30

△△市
△△－△－△

△△邸増築工事　他８件

（平成30年４月１日以降

　工事開始分）

〇〇ハイツ新築工事

　35 建築事業

（既設建築物設備工事業を除く）

31

○○

○○市　○○　　○－○－○

×××

××× ×××××××

××××

株式会社 ○○工務店
代表取締役　　　○○ ○○

6 12

〇〇市
〇〇〇－〇－〇

27

30 5 1 94,500,000 94,500,000

94,500,000

20,000,000

19,845,000

19,845,000

4,600,000

8,050,000

12,650,000

21

23

23

2

20,000,000

35,000,000 35,000,000

55,000,000

149,500,000 32,495,000
149,500,000

3 1

30

30 30

4

9

1

30

31 15

5

3

1

××市
××－×－×

（小計）

××邸新築工事

（平成27年３月31日以前

　工事開始分）

１ 9 1 2 3 4 5 0 0 1０  １x x

（平成30年４月１日以降
　工事開始分）

市営住宅内装工事
8,610,000 8,610,000 1,894,200

1,894,200

1,188,000

1,188,000

1,155,000

3,049,200

5,060,000

5,060,000

5,780,000

8,862,200
8,829,200

（720,000）

（720,000）

22

22

22

23

計

賃金で算定

8,610,000

5,400,000 5,400,000

5,400,000

5,250,000

（6,000,000） （6,000,000）

（6,000,000）

（6,000,000）

36,010,000

35,860,000

（6,000,000）

22,000,000 22,000,000

22,000,000

13,860,000

36,010,000

25 9 1

30 4 30

26 12 1

30 5 29

30 4 1

30 5 31

30 4 10

31 3 15

〇〇市
〇－〇－〇

〇〇市
〇－〇〇－〇〇

××市
××－××－×

△△市
△△－△－△

（小計）

（小計）

（小計）

〇〇邸内装工事

××邸内装工事

△△邸内装工事　他10件

38 既設建築物設備工事業

（平成25年９月30日以前
　工事開始分）

（平成27年3月31日以前
　工事開始分）

（平成25年10月1日
　～平成27年３月31日工事開始分）

2 2
１ ０ １ 9 1 2 3 4 5 0 0 1x x

12

メリット制が適用されている場合は、
昨年度の労災保険率決定通知書
及びP.30の「一括有期事業メリット
制適用事業場に対する労災保険
率表」を参照しメリット率を記入の
上計算してください。

30

　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますのでご注意ください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに「一括有期事業
報告書」の「請負金額」と「賃金総額」欄の金額を「一括有期事業総括表」の該当する箇所に転記してくだ
さい。その額に、該当する労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成30年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。

・記入例 30

28 29

14



27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

27

３0

３0

19,845

12,650

257,985

120,175
3,049

5,780

45,735

69,360

493,25541,324

82641,324

31

55,000,000
13,860,000

（6,000,000）
22,000,000　

ＸＸ１０１９１２３４５００１

94,500,000

30

△△市
△△－△－△

△△邸増築工事　他８件

（平成30年４月１日以降

　工事開始分）

〇〇ハイツ新築工事

　35 建築事業

（既設建築物設備工事業を除く）

31

○○

○○市　○○　　○－○－○

×××

××× ×××××××

××××

株式会社 ○○工務店
代表取締役　　　○○ ○○

6 12

〇〇市
〇〇〇－〇－〇

27

30 5 1 94,500,000 94,500,000

94,500,000

20,000,000

19,845,000

19,845,000

4,600,000

8,050,000

12,650,000

21

23

23

2

20,000,000

35,000,000 35,000,000

55,000,000

149,500,000 32,495,000
149,500,000

3 1

30

30 30

4

9

1

30

31 15

5

3

1

××市
××－×－×

（小計）

××邸新築工事

（平成27年３月31日以前

　工事開始分）

１ 9 1 2 3 4 5 0 0 1０  １x x

（平成30年４月１日以降
　工事開始分）

市営住宅内装工事
8,610,000 8,610,000 1,894,200

1,894,200

1,188,000

1,188,000

1,155,000

3,049,200

5,060,000

5,060,000

5,780,000

8,862,200
8,829,200

（720,000）

（720,000）

22

22

22

23

計

賃金で算定

8,610,000

5,400,000 5,400,000

5,400,000

5,250,000

（6,000,000） （6,000,000）

（6,000,000）

（6,000,000）

36,010,000

35,860,000

（6,000,000）

22,000,000 22,000,000

22,000,000

13,860,000

36,010,000

25 9 1

30 4 30

26 12 1

30 5 29

30 4 1

30 5 31

30 4 10

31 3 15

〇〇市
〇－〇－〇

〇〇市
〇－〇〇－〇〇

××市
××－××－×

△△市
△△－△－△

（小計）

（小計）

（小計）

〇〇邸内装工事

××邸内装工事

△△邸内装工事　他10件

38 既設建築物設備工事業

（平成25年９月30日以前
　工事開始分）

（平成27年3月31日以前
　工事開始分）

（平成25年10月1日
　～平成27年３月31日工事開始分）

2 2
１ ０ １ 9 1 2 3 4 5 0 0 1x x

12

メリット制が適用されている場合は、
昨年度の労災保険率決定通知書
及びP.30の「一括有期事業メリット
制適用事業場に対する労災保険
率表」を参照しメリット率を記入の
上計算してください。

30

　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますのでご注意ください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに「一括有期事業
報告書」の「請負金額」と「賃金総額」欄の金額を「一括有期事業総括表」の該当する箇所に転記してくだ
さい。その額に、該当する労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成30年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。

・記入例 30

28 29

14



、新元号は９） 、新元号は９）

３０

31

３ １

３ ２３１

㉛法人番号

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた
ら新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

注１　200/100以上もしくは50/100以下となる場合の計算方法については、も
よりの監督署、労働局へお問い合わせください。

30

（イ）

（イ）

31

31

電子申請のための「アクセスコード」についてP.4

作成した「保険料・拠出金申告書内訳」の④欄の合計
数を記入してください。

　概算保険料額に関係なく、３回に延納することができます。

　「保険料・拠出金申告書内訳」から転記してください。

　なお、平成31年度メリット制適用事業場においては、「平成
31年度労災保険率決定通知書」の料率で保険料を算定してく
ださい。

※充当の例　P.16以降を参照してください。

注1

労働保険事務組合
　　　　　　○○協会

　郵便番号、電話番号、労働保険事務組合の住所・名称を
記入してください。
　氏名記入欄の押印については、記名押印又は組合長自ら
の署名のいずれかになります。

15
12

3 1

3 1

3 0

3 1

30 31

93,255

93,255

164,418

164,418

257,674 826 258,500

0.02

400,000円 493,255円 93,255円

30

164,418円（余り1円）

164,419円　（←余り1円加算）
164,418円
164,418円

164,419

164,418

164,418

400,000

493,255円



、新元号は９） 、新元号は９）

３０

31

３ １

３ ２３１

㉛法人番号

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた
ら新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

注１　200/100以上もしくは50/100以下となる場合の計算方法については、も
よりの監督署、労働局へお問い合わせください。

30

（イ）

（イ）

31

31

電子申請のための「アクセスコード」についてP.4

作成した「保険料・拠出金申告書内訳」の④欄の合計
数を記入してください。

　概算保険料額に関係なく、３回に延納することができます。

　「保険料・拠出金申告書内訳」から転記してください。

　なお、平成31年度メリット制適用事業場においては、「平成
31年度労災保険率決定通知書」の料率で保険料を算定してく
ださい。

※充当の例　P.16以降を参照してください。

注1

労働保険事務組合
　　　　　　○○協会

　郵便番号、電話番号、労働保険事務組合の住所・名称を
記入してください。
　氏名記入欄の押印については、記名押印又は組合長自ら
の署名のいずれかになります。

15
12

3 1

3 1

3 0

3 1

30 31

93,255

93,255

164,418

164,418

257,674 826 258,500

0.02

400,000円 493,255円 93,255円

30

164,418円（余り1円）

164,419円　（←余り1円加算）
164,418円
164,418円

164,419

164,418

164,418

400,000

493,255円



工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工作物に使用され
ている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに
限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業

据

据

（建設事業）16

32



工作物の解体（一部分を解体するもの又は当該工作物に使用され
ている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに
限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業

据

据

（建設事業）16

32

に係る労務費率は

工作物の解体

　　　　　　　　　　　　　　　　　解体（一部分
を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材
の大部分を再度使用することを前提に解体するものに
限る。）、移動、取りはずし又は撤去の事業を除く。

据

据据

33



34

機 械 装
置の組立
て又は据
付けの事
業

組立て又は取付
けに関するもの

※「有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域一覧表」は、P.35をご覧ください。

ほ 19
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24

24
27 30

27 30 ～

103
1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の

15 20
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23

11
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19

9

24
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。

17 事業の種類･労務費率･保険料率一覧表



35

有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域一覧表18



19 一括有期事業の事務手続き簡素化のお知らせ

平成31年４月１日から
一括有期事業を開始する際の事務
手続の一部が不要になっています。

◎詳しくは最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

地域要件の廃止について

※有期事業が一括されるには、
　①概算保険料の額が160万円未満であり、
　②事業の規模が請負金額１億8000万円未満（建設の事業）又は素材見込生産量1000立方メー
トル未満（立木の伐採の事業）であることなどが必要です（これらの要件に変更はありま
せん。）。

　一括有期事業については、これまで地域要件（一定の地域内で行われることとする要件）が定められ
ており、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必
要がありました。
　この地域要件が廃止されたことにより、平成31年４月１日以降に開始された有期事業は、その他の規
模要件など（詳しくは下の注意事項をご覧ください。）を満たす場合は、遠隔地で行われるものも含めて
一括されます。

一括有期事業開始届の廃止について
　一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始
届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要がありましたが、今年度からこの手続を廃止していま
す。
　そのため、平成31年４月１日以降に開始された事業については、一括有期事業開始届を提出する必
要はありません。

（注意事項）
１　これまで、地域要件以外の要件（※）を満たすにもかかわらず、地域要件によって一括されな
かった有期事業が、今回の改正により、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されること
となります。
　　労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

２　労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準
監督署で行います。
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20 e-Govからの電子申請の方法
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●マニュアルには申告書の書き方、アクセスコードの利用方法、電子納付等の手続きについて記載して
ありますので、ご参照のうえ、手続きをお進めください。
●e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」（電話番号
050-3786-2225（050ビジネスダイアル）、受付時間：9時から19時まで（土日・祝祭日は17時まで））へお
問い合わせください。
●一括有期事業総括表・一括有期事業報告書については、厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html）にある年度更新申告書
支援計算ツール（建設事業用）もしくは、紙で一括有期事業総括表・一括有期事業報告書を作成し、PDFに
して、電子申請時に添付してください。

29 ５

●労働保険の年度更新手続きにつきましては、
電子申請マニュアル「手続個別マニュアル」に
ある「労働保険料申告書（年度更新申告）マニ
ュアル」に手続きの詳細な手順を掲載しており
ますので、ご参照ください。

●e-Govを初めて使用される方は、
「利用準備」ボタンをクリックして、
各種環境設定を行ってください。
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（上の図の場合）

  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
きます。

●既に口座振替による納付手続をされている場合でも、電子申請手続を進めるうえで振込者の表示
や納付に関するメールは通知されますのでご留意ください。

後、e-Gov からインターネットバンキングにより

インターネットバンキングにより
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　事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化の促進を図ることを目的
として、事務組合が、「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容が保存され
た電子媒体（以下「申告書内訳（電子）」といいます。）を提出した場合には、
報奨金（電子化分）が交付されます。

　次の要件のいずれにも該当する場合に交付されます。
（1）報奨金（定率・定額分）の交付対象事務組合であること。
（2）電子媒体の種類は、DVD（DVD-R、 DVD+RまたはDVD-RW、 DVD+RW ）、

CD（CD-RまたはCD-RW）であること。
（3）指定された形式（次頁「申告書内訳（電子）の作成要領」の（１）参照）で作

成されたものであること。
（4）申告書内訳（電子）の内容は、年度更新時に提出する「保険料・一般拠出金申

告書内訳」の紙媒体（組様式第6号（甲）。以下「申告書内訳（紙）」という。）と
同一の内容とし、内容に誤りがないこと。

交付要件

　報奨金（電子化分）の額は、予算の範囲内で、申告書内訳（電子）に登録された委
託事業場のうち、前年度における常時労働者15人以下の委託事業場1件につき800
円を交付します。

報奨金の額

　申告書内訳（電子）は、年度更新時（6月3日～ 7月10日）に提出してください。

申告書内訳（電子）の提出期限

　次頁の「申告書内訳（電子）の作成要領」を参照してください。

申告書内訳（電子）の作成

　報奨金（電子化分）に係る交付手続については、後日配布するパンフレットを参照
してください。

交付手続について

　最寄りの都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室へお問い合わせください。

問合せ先

報奨金（電子化分）のお知らせ（平成31年度）21
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（1）厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システム（※１）（以下「ＲＳシ
ステム」という。）の仕様公開について」で公開している「インターフェース仕様書」

（※２）の内容に沿った形式により作成された電子ファイルを、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ＋Ｒ又 はＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ） 、ＣＤ（ＣＤ－Ｒ又 はＣＤ－ＲＷ）へ
保存してください。

（2）上記（1）の厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システムの仕様公開
について」の掲載場所は以下のＵＲＬとなります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/shiyou_koukai/

　なお、検索する場合には、厚生労働省ＨＰのトップページの右上の検索欄に「労
働局△仕様公開」と入力し、検索してください（△は全角スペースを表しています。）。

（3）ＤＶＤ、ＣＤは、ウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってくだ
さい。

（4）申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙）
と同じ内容です。
　ただし、第2種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第6号(乙)）及び第3
種特別加入保険料申告内訳（海特様式第1号）に係る内容は含みません。

（5）ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、以下について記載してください。
①　事務組合の名称
②　労働保険番号

※）全ての労働保険番号を記載してください（枝番号は不要）。なお、労働保険番号が複数になる等によ
り記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、別紙に記載してください。

③　「平成31年度申告書内訳」の記載
④　作成日付
⑤　口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載

（6）提出されたＤＶＤ、ＣＤは返却いたしません。ＲＳシステムへの登録が終了し、
保存期間が満了した後に、都道府県労働局にて厳重に廃棄処理します。

申告書内訳（電子）の作成要領

（※１）労働局適用徴収業務支援システムとは、都道府県労働局において、事務組合から提出される申告書内訳等の
受付、審査等の業務処理を支援するシステムです。

（※２）インターフェース仕様書とは、システム間でデータのやり取りを行うための保存形式について記載されたものです。
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□
□
□

□
□
□

□
□

22 もう一度点検してみてください

　臨時労働者となるいわゆるパート･アルバイト等の賃金がもれていませんか？
　代表者や、被保険者とならない役員の賃金を含めていませんか？
　高年齢労働者の控除誤りはありませんか？
　年度当初（4月1日）の時点で満64歳以上の一般被保険者は、当該年度の雇用保険料が免除
されます。
　ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、任意加入による高年齢継続被保険者は
免除対象となりません。
　第1種特別加入者の算入がもれていませんか？
　第1種特別加入者の給付基礎日額に誤りはありませんか？
　一括有期事業の場合、元請工事で平成30年度中（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
に終了した工事が、もれていませんか？
　一括有期事業総括表について、事業開始時期の区分に誤りはありませんか？
　事業主欄に「記名、押印または署名」しましたか？
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31

3 0 3 1

3 1 3 2

㉛法人番号

、新元号は９） 、新元号は９）
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通常の納期限
口座振替
納付日

ゆとり日数 58日
口座振替
申込期限

平成31年2月26日
（※）

平成31年8月14日 平成31年10月11日

労働保険料は口座振替が便利です！

○口座振替による納付
納付窓口に行かなくても、納付が
可能です。
（詳しくは、裏表紙を参照ください。）

○電子申請による申告・電子納付
２４時間どこでも申告・納付が可能
です。
（詳しくは、P.3を参照ください。）
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今年度より、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。

特別加入者の給付基礎日額の変更を希望する場合は、
・3月2日から3月31日までに「給付基礎日額変更申請書」による変
更申請が必要です。
・年度更新期間中においては「保険料・一般拠出金申告書内訳」又は
「給付基礎日額変更申請書」により、当年度の給付基礎日額の変更
が可能です（災害発生前の変更申請が前提となります）。

＜便利な申告・納付方法のご案内＞ 

申告・納付は6月3日（月）から7月10日（水）までに
※申告・納付期日最終日である７月１０日（水）は、金融機関窓口・労働局・労働基準監督署において大変混雑する
　ことが予想されますので、お早めに申告･納付ください。

提出は金融機関・郵便局又は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署へ

5 月 中 の 受 付 は で き ま せ ん。!

○労災保険における特別加入者について


